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（1） 企業集団の営業の経過及び成果並びに対処すべき課題
［企業集団の営業の経過及び成果］
当期のわが国経済は、原油や鋼材などの資材価格の高

騰が続く中、設備投資や個人消費などの民間需要の底堅
い回復が見られました。海外でも米国経済は景気拡大が
続き、欧州経済は概ね回復基調で、中国を中心としたア
ジア経済も高成長を維持して、世界的に景気は概ね堅調
に推移しました。
自動車業界におきましては、国内総需要が商用車と軽

自動車の伸びにより586万台（前期比0.7％増）となりまし
た。米国におきましては総需要1,688万台（前期比1.1％増）、
欧州の総需要は1,837万台（前期比2.5％増）となりました。
また、中国におきましては、総需要621万台（前期比
19.6％増）となりました。

このような状況のもとで、当企業集団は前期に引き続
き商品主導の成長戦略を継続してまいりました。
平成17年8月にフルモデルチェンジしたライトウェイト

オープンスポーツカー、新型「ロードスター」は、同年
11月に「2005-2006日本カー・オブ・ザ・イヤー」を受賞
しました。また、同年9月に「スクラムワゴン」・「スク
ラムバン」を、平成18年2月には「MPV」をそれぞれフル
モデルチェンジし発売しました。新型「MPV」は室内空間
の広さなどパッケージングを向上するとともに、デザイン、
走行性能の革新及び時代をリードする高い環境性能を実
現しています。また、このほか、内外装のリフレッシュ
や走行性能の向上などの商品改良や、商品力向上を図る
ための特別仕様車の導入を行いました。

以上のような商品主導の成長に対応した生産体制につ
いては、平成18年1月に、グローバルに展開しているMZR
エンジンの生産能力を増強し、続いて翌月には、同年春
に北米市場に導入する「CX－7」の生産を開始しました。
「CX－7」は、これまでに無い性能とデザインで従来の
SUVとは一線を画したクロスオーバーSUVです。中国市
場では、平成17年9月、当社・フォード社・長安汽車集団
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の3社合弁で、南京市にエンジン製造会社「長安フォードマ
ツダエンジン有限公司」を設立しました（平成19年操業
開始予定）。また、平成18年3月には、当社が「長安フォード
汽車有限公司」（重慶市）に出資し、同社は「長安フォード
マツダ汽車有限公司」に社名変更しました。このよう
にフォード社・長安汽車集団との協力関係を強化し、同
市場でより高品質な商品を生産する強固な基盤づくりを進
めています。
販売体制につきましては、引き続き国内外で販売網の

強化を推進しています。日本では、大都市圏を中心に新
規出店を進めています。米国では、専売店化とディーラー
販売力強化を進めており、当期末の専売店比率は43％と
順調に推移しています。また、メキシコでの販売も平成
17年に開始しました。一方、欧州では拡大するロシア
自動車市場の販売体制強化のため、同国に卸売販売会社
を設立しました。さらに、東南アジア諸国連合（ASEAN）
での事業の一層の拡大を目指すため、タイに新会社を設
立しました。中国市場では、平成22年に30万台を販売す
る体制を構築するため、諸施策を推進しています。平成
17年6月に中国事業統括会社「マツダ（上海）企業管理諮
詢有限公司」が、第一汽車集団との合弁による販売統括
会社「一汽マツダ汽車販売有限公司」とともに本格的な
ビジネス活動を開始しました。平成17年の一年間での販売
（小売）台数は13万台を突破し、着実に中国での事業拡大
を進めています。
技術開発においても、当期は大きな前進がありました。

クルマ社会とエネルギーのより良い未来を目指して当社
が独自に開発を進めてきた水素ロータリーエンジン車
「RX－8ハイドロジェンRE」を、世界で初めて実用化し、
平成18年3月、エネルギー関連企業2社にリース販売を開
始しました。この「RX－8ハイドロジェンRE」は、次期以
降の自治体への導入も決定しています。

当期の主要市場での小売台数及びシェアは、国内では、
「プレマシー」及び新型車である「ロードスター」や
「MPV」の導入などにより前期比微増の28万7千台となり、
軽自動車を含む国内シェアは4.9％（増減なし）となりま
した。一方海外では、米国は前期比微減の26万2千台、
シェアは1.5％（前期比0.1ポイント減）となりました。これ
は引き続き好調な乗用車の販売増の一方で商用車等の減
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少によるものです。欧州では新型「Mazda5（日本名プレ
マシー）」、「MX－5（日本名ロードスター）」の導入によ
り、前期比3％増の28万2千台、シェアは1.5％（増減なし）
となりました。成長著しい中国では、前期比36％増の13万
台、シェアは前期比0.3ポイント増の2.1％となりました。
当期の連結出荷台数は、「アクセラ」及び新型「プレマ

シー」のグローバル市場での力強い需要を反映し、前期
比4万5千台増の114万9千台（前期比4.0％増）となりまし
た。
当期の業績につきましては、連結売上高は、前期比

2,242億円増加の2兆9,198億円（前期比8.3％増）となりま
した。営業利益は、前期比405億円増加の1,234億円（前期
比48.8％増）となり、経常利益は、前期比284億円増加の
1,015億円（前期比38.9％増）となりました。当期純利益
は、固定資産の減損会計の適用による特別損失があった
ものの、厚生年金基金の代行部分の返上に伴う特別利益
の影響もあり、前期比209億円増加の667億円（前期比
45.7％増）となり、営業利益、経常利益とともに過去最高
益を達成しました。

当期の連結フリーキャッシュフロー（営業活動による
キャッシュフローと投資活動によるキャッシュフローの
合計）は、336億円の余剰となりました。これは、営業活
動によるキャッシュフローが1,146億円の資金の増加と
なったことに対し、投資活動によるキャッシュフローに
おいて、製造設備投資などにより810億円の資金を使用した
ことによるものです。また財務活動によるキャッシュフ
ローは、借入金の返済や社債の償還等により、435億円の
資金の減少となりました。純有利子負債（有利子負債残
高から現金及び現金同等物残高を控除したもの）につい
ては、フリーキャッシュフローの余剰や新株予約権付社
債の新株予約権の権利行使が進んだことなどにより、前
期末に比べ667億円減少の2,468億円となりました。有利子
負債残高は前期末に比べ727億円減少の4,554億円となり、
純有利子負債自己資本比率は62％となりました。
単独ベースの出荷台数は、前期比6万9千台増加の106万

3千台（前期比6.9％増）となりました。売上高は、前期比
1,809億円増加の2兆321億円（前期比9.8％増）、営業利益
は前期比418億円増加の670億円（前期比165.8％増）、経常
利益は前期比432億円増加の602億円（前期比253.8％増）
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となりました。当期純利益は、前期比49億円増加の110億
円（前期比78.7％増）となりました。純有利子負債は、有
利子負債残高が3,485億円、現金及び現金同等物が1,384億
円となり、その結果前期末より779億円減少し、2,101億円
となりました。
中期計画「マツダモメンタム」の数値目標は、連結出荷

台数125万台、営業利益1,000億円以上、純有利子負債自己
資本比率100％以下としていますが、以上のように当期は、
「マツダモメンタム」に基づく主要施策の着実な実行に
より、営業利益及び純有利子負債自己資本比率につき
ましては、当該数値目標を達成することができました。

なお、当期は、売上高、営業利益、経常利益ともに前
期を上回りました。今回、株主の皆様の日頃のご支援に
お応えするため、期末配当金（1株当たり）を普通配当
5円にさせていただきたいと存じます。

（企業集団の設備投資の状況）
設備投資につきましては、新商品及び合理化・省力化

のための生産設備、新技術・新商品のための研究開発設
備などの投資総額は連結ベースで721億円（前期比42億円
増）となりました。

（企業集団の資金調達の状況）
資金調達につきましては、当期中に671億円の長期借入

を実行し、普通社債250億円を発行しました。

［企業集団の対処すべき課題］
今後の見通しにつきましては、国内外の経済は足もと

では堅調に回復・拡大の様相を呈しているものの、依然、
原油価格をはじめとする資材価格の高騰や為替の急激な
変動など、リスクを内包しており不透明な状況が続くも
のと思われます。
自動車業界におきましては、環境規制対応・次世代技

術開発や、相次ぐ新商品の導入が予想され、引き続き熾
烈な競争が続くものと思われます。
当企業集団は、平成16年11月に策定した中期計画「マ

ツダ モメンタム」に基づいて、これまでの勢いを維持し
ながら「企業ビジョン」を踏まえた将来の本格的な成長
のための基盤整備に、全社を挙げて取り組んでおります。
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平成18年度末完了を目標とするこの計画の主要施策とし
て、当社は「研究開発の強化」、「主要市場の取り組み強
化」、「グローバル効率性向上とシナジー」、「人材育成」
を4つの柱にすえています。
研究開発の強化につきましては、環境、安全、情報技術

といった主要領域に対する研究開発投資を増加すること
により、当企業集団の伝統的に強い技術力をさらに強化
します。
主要市場の取り組み強化策につきましては、「マツダ

モメンタム」期間中に16車種の新商品導入計画を策定し、
これに基づいて計画通り推し進めてまいります。加えて、
全世界の販売網を強化し、お客様満足の向上に重点的に
取り組みます。
グローバル効率性向上とシナジーにつきましては、研

究開発、製造、購買、物流活動に焦点をあて、品質・コ
ストでグローバルに競争力を高めてまいります。当企業
集団は、グローバル調達の強化、サプライ・チェーン・
マネジメントの強化、グローバルなコモディティー・
サイクル・プランを軸とするコスト削減活動「ABC活動」
第2フェーズを当期よりスタートさせました。
これらの施策を支えるための人材育成は、引き続き、

当企業集団の成功のための重要な取り組み事項です。
具体的にはマネジメント力の強化と、グローバルな人材
育成を推進し、個人の創造性を尊重した環境をさらに整備
します。
いずれの市場においてもさらに競争が激化する厳しい

環境が続くものと思われますが、当企業集団は引き続き、
「マツダ モメンタム」最終年度である次期も、本格的な
成長に向けた基盤整備の総仕上げに全力で取り組む所存
です。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援
ご鞭撻を賜わりますようお願い申しあげます。
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企業集団の売上高の内訳

合　　　計海　　　外国　　　内
区　　　　分

金　額台　数金　額台　数金　額台　数

2,121,4851,148,6531,701,851858,641419,634290,012車　　　　両

 123,812        － 123,812        －        －        －海外生産用部品

 227,671        － 173,583        － 54,088        －部　　　　品

 446,855        －  32,915        －413,940        －そ　 の　 他

2,919,823        －2,032,161        －887,662        －合　　　　計

台 百万円 台 百万円 台 百万円

当社の売上高の内訳

合　　　計輸　　　出国　　　内
区　　　　分

金　額台　数金　額台　数金　額台　数

1,525,0651,062,8821,103,853752,106421,213310,776車　　　　両

  154,141        －  154,141        －        －        －海外生産用部品

  148,488        －   85,227        － 63,261        －部　　　　品

  204,421        －   18,097        －186,323        －そ　 の　 他

2,032,115        －1,361,317        －670,797        －合　　　　計

台 百万円 台 百万円 台 百万円

（2） 企業集団及び当社の営業成績及び財産の状況の推移
① 企業集団の営業成績及び財産の状況の推移

第140期(当期)
（平成17年4月
～平成18年3月）

第139期
（平成16年4月
～平成17年3月）

第138期
（平成15年4月
～平成16年3月）

第137期
（平成14年4月
～平成15年3月）

項　　　　目

2,919,8232,695,5642,916,1302,364,512（百万円）売 上 高

101,47073,05658,02940,710（百万円）経 常 利 益

66,71145,77233,90124,134（百万円）当期純利益

51円53銭37円63銭27円84銭19円80銭１株当たり当期純利益

1,788,6591,767,8461,795,5731,754,017（百万円）総 資 産

398,024267,815222,605194,071（百万円）純 資 産

284円28銭220円22銭182円91銭159円22銭１株当たり純資産
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（注）１．1株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数により、ま
た、1株当たり純資産は期末発行済株式総数により算出して
います。なお、発行済株式総数につきましては、自己株式を
控除しています。

２．第138期の業績が前期に比べ大きく改善したのは、主に前期
及び第138期に導入した新型車の販売増が大きく貢献したほ
か、新商品投入費用、販売促進費用及び固定費の増加による
悪化があったものの、事業のあらゆる領域でのコスト削減及
び為替レートの好転が寄与したことによるものです。なお、
第138期より連結業績をより適切に開示、管理するため、主
要な海外連結子法人等の会計年度の終了日を12月31日から連
結会計年度と同じ3月31日に変更しました。その結果、第138期
の連結決算には、当該海外連結子法人等に関しては15ヶ月の
財務結果が反映されています。

３．第139期の経常利益及び当期純利益が前期に比べ大きく増加
したのは、主に「アクセラ」の欧州市場、北米市場を中心に
した好調な販売が寄与したことによるものです。

４．第140期の状況につきましては、前記「（1）企業集団の営業
の経過及び成果並びに対処すべき課題［企業集団の営業の経
過及び成果］」に記載のとおりです。

② 当社の営業成績及び財産の状況の推移

第140期(当期)
（平成17年4月
～平成18年3月）

第139期
（平成16年4月
～平成17年3月）

第138期
（平成15年4月
～平成16年3月）

第137期
（平成14年4月
～平成15年3月）

項　　　　目

2,032,1151,851,1701,661,7151,537,610（百万円）売 上 高

60,17717,01011,95524,579（百万円）経 常 利 益

10,9846,1463,051△50,202（百万円）当期純利益

8円48銭5円5銭2円51銭△41円14銭１株当たり当期純利益

1,395,5531,408,5981,412,6681,373,609（百万円）総 資 産

465,460401,516398,390397,830（百万円）純 資 産

332円44銭330円15銭327円34銭326円35銭１株当たり純資産

（注）１．△は損失を示します。
２．本営業報告書中の記載金額は、第138期より表示単位未満の
端数を四捨五入していますが、上記の第137期の記載金額は、
表示単位未満の端数を切り捨てています。

３．1株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数により、ま
た、1株当たり純資産は期末発行済株式総数により算出して
います。なお、発行済株式総数につきましては、自己株式を
控除しています。

４．第138期の当期純利益が前期に比べ改善したのは、主に前期
に計上した子会社に関する特別損失が第138期は無かったこ
とによるものです。

５．第139期の経常利益及び当期純利益が前期に比べ大きく増加
したのは、主に「アクセラ」の欧州市場、北米市場を中心に
した好調な販売が寄与したことによるものです。

６．第140期の状況につきましては、前記「（1）企業集団の営業
の経過及び成果並びに対処すべき課題［企業集団の営業の経
過及び成果］」に記載のとおりです。
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2. 企業集団及び会社の概況（平成18年3月31日現在）

（1） 企業集団の主要な事業内容

当企業集団は、下記商品の製造、販売を主たる事業内容としています。

区　　分 主　　要　　な　　商　　品　　名

車　　　　両 〔乗　　用　　車〕
RX－8、アテンザ、ロードスター、アクセラ、MPV、
CX－7、トリビュート、ボンゴフレンディ、プレマシー、
ベリーサ、デミオ、スピアーノ、キャロル、AZ－ワゴン、
スクラムワゴン、AZ－オフロード

〔ト　ラ　ッ　ク〕
タイタン、タイタンダッシュ、Bシリーズ（ピックアップトラック）、
BT－50、ボンゴブローニイ、ボンゴ、ファミリアバン、スクラム

海外生産用部品 海外生産向け組立用部品

部　　　　品 国内及び海外向け各種部品

そ　の　他 工作機械、鋳造用・その他の材料等

株　　　主　　　名
当社への出資状況 当社の大株主への出資状況

持 株 数 出資比率 持 株数 出資比率

408,175 29.0 － －

124,520 08.8 － －

084,792 06.0 － －

065,359 04.6 － －

040,410 02.9 － －

037,624 02.7 － －

032,483 02.3 － －

027,564 02.0 － －

020,210 01.4 － －

019,089 01.4 － －

フォード オートモーティブ インターナショナル ホールディング エス エル

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

エフ　エル　ピー　カナダ

東京海上日動火災保険株式会社

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行

三井住友海上火災保険株式会社

資産管理サービス信託銀行株式会社（信託B口）

株式会社損害保険ジャパン

モルガン・スタンレーアンドカンパニーインク

千株 ％ 千株 ％

（注）１．当社は、株式会社三井住友銀行の完全親会社である株式会社
三井住友フィナンシャルグループの株式を1,571株（出資比
率0.0％）保有しています。

２．フォードオートモーティブ インターナショナル ホールディング エスエル及び
エフエルピーカナダはフォードモーターカンパニーの100％子会社です。

（2） 株 式 の 状 況

①　会社が発行する株式の総数 3,000,000,000株（前期末比341名減少）
②　発 行 済 株 式 総 数 1,407,342,954株（前期末比341名減少）
③　株　　　　主　　　　数 55,462名（前期末比12,713名減少）
④　新 株 予 約 権 の 状 況
・新株予約権の数 9,482個（前期末比341名減少）
・新株予約権の目的となる株式の種類及び数　普通株式 17,277,026株（前期末比341名減少）
・新株予約権の発行価額 無償（前期末比341名減少）

⑤　大　　　　株　　　　主
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（3） 自己株式の取得、処分等及び保有
①　取得株式

普通株式 2,431,893株
取得価額の総額 1,056,911,512円

②　処分株式
普通株式 2,963,972株
処分価額の総額 827,211,784円

③　期末保有株式
普通株式 7,214,999株

（4） 株主以外の者に対し特に有利な条件で発行した新株予約権の状況
（ストックオプション）

①　発行した新株予約権の数
2,138個（新株予約権1個につき普通株式1,000株）

②　新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式　2,138,000株

③　新株予約権の発行価額
無償

④　権利行使時の1株当たりの払込金額
金463円

⑤　新株予約権の権利行使期間
平成19年7月1日から平成22年6月30日まで

⑥　行使の条件
ア．新株予約権者は、その地位を喪失した場合（取締役・執行役
員の退任、従業員の定年退職・会社都合退職など。）において
も、権利を行使することができる。但し、従業員が自己都合
により退職した場合は、この限りではない。

イ．新株予約権者が死亡した場合は、その相続人による本新株予
約権の相続を認める。但し、エ.に規定する契約に定める条件
による。

ウ．新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
エ．その他の条件については、「新株予約権付与契約書」に定める
ところによる。

⑦　消却の事由及び条件
ア．当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、又は当
社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株
式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約
権については無償で消却することができる。

イ．新株予約権者が権利行使をする前に、⑥ア.及びエ.に規定する
条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなかった
場合は、当該新株予約権については無償で消却することがで
きる。

⑧　有利な条件の内容
特定の当社取締役、執行役員、従業員及び連結対象会社（当社関
係会社）取締役に対し新株予約権を無償で発行した。
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⑨　割当を受けた者の氏名と割当を受けた新株予約権の数
ア．当社取締役（計6名　82個）

⑩　特定使用人等に対して付与した新株予約権の区分別内訳合計

イ．商法施行規則第103条第2項に定める特定使用人等（上位19名）
当社執行役員（計19名　202個）

目的となる株式の種類及び数新株予約権の数氏　　　　名
普通株式　15,000　株15　個渡　辺　一　秀
普通株式　15,000　　15　　井　巻　久　一
普通株式　13,000　　13　　藤　原　睦　躬
普通株式　13,000　　13　　山　内　　　孝
普通株式　13,000　　13　　長谷川　鐐　一
普通株式　13,000　　13　　尾　崎　　　清

目的となる株式の種類及び数新株予約権の数氏　　　　名
普通株式　12,000　株12　個金　井　誠　太
普通株式　12,000　　12　　古　田　正　雄
普通株式　12,000　　12　　山　木　勝　治
普通株式　12,000　　12　　若　山　正　純
普通株式　12,000　　12　　羽　山　信　宏
普通株式　12,000　　12　　神　田　眞　樹
普通株式　10,000　　10　　丸　本　　　明
普通株式　10,000　　10　　江　川　恵　司
普通株式　10,000　　10　　保　坂　　　浩
普通株式　10,000　　10　　稲　本　信　秀
普通株式　10,000　　10　　田　中　和　彦
普通株式　10,000　　10　　岡　　　　　徹
普通株式　10,000　　10　　龍　田　康　登
普通株式　10,000　　10　　金　澤　啓　隆
普通株式　10,000　　10　　岡　田　和　之
普通株式　10,000　　10　　小　飼　雅　道
普通株式　10,000　　10　　三　神　司　郎
普通株式　10,000　　10　　川　上　浩　三
普通株式　10,000　　10　　楠　橋　敏　則

付与した者の総数目的となる株式の種類及び数新株予約権の数区　　　　分
19　名普通株式　0,202,000　株202　個当社執行役員
590　　普通株式　1,495,000　　1,495　　当 社 従 業 員
113　　普通株式　0,359,000　　359　　当社関係会社取締役

（5） 企業集団の主要な営業所及び工場
①　当社

名　　　　　　　称 所　　　　　在　　　　　地

本 社 及 び 本 社 工 場 広島県安芸郡府中町

東　　京　　本　　社 東京都千代田区

大　　阪　　支　　社 大阪市北区

防　　府　　工　　場 山口県防府市

三 　 次 　 事 　 業 　 所 広島県三次市

マツダＲ＆Ｄセンター横浜 横浜市神奈川区



所　　　　　在　　　　　地

所　　　　　在　　　　　地

会　　　社　　　名

会　　　社　　　名

マツダモーターオブアメリカ，Inc.

マ ツ ダ カ ナ ダ ， I n c .

マツダモーターヨーロッパGmbH

マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V.

マツダモータース（ドイツランド）GmbH

マツダモータース　UK Ltd.

マツダオーストラリアPty.Ltd.

マツダ（上海）企業管理諮詢有限公司

株 式 会 社 関 東 マ ツ ダ

東海マツダ販売株式会社

株 式 会 社 関 西 マ ツ ダ

株 式 会 社 九 州 マ ツ ダ

株式会社マツダオートザム

マツダパーツ関東株式会社

倉 敷 化 工 株 式 会 社

マ ロ ッ ク ス 株 式 会 社

マ ツ ダ 中 販 株 式 会 社

トーヨーエイテック株式会社

マツダモーターインターナショナル株式会社

オートアライアンスインターナショナル,Inc.

オートアライアンス（タイランド）Co., Ltd.

長安フォードマツダ汽車有限公司

長安フォードマツダエンジン有限公司

一汽マツダ汽車販売有限公司

米国・カリフォルニア州アーバイン市

カナダ・オンタリオ州リッチモンドヒル市

ドイツ・ノルトラインウエストファーレン州レバークーゼン市

ベルギー・アントワープ州ウィルブローク市

ドイツ・ノルトラインウエストファーレン州レバークーゼン市

英国・ケント州ダートフォード市

オーストラリア・ビクトリア州サウスバンク市

中華人民共和国上海市

東京都板橋区

名古屋市瑞穂区

大阪市浪速区

福岡市博多区

広島県安芸郡府中町

千葉市美浜区

岡山県倉敷市

広島市南区

広島市南区

広島市南区

広島県安芸郡府中町

米国・ミシガン州フラットロック市

タイ・ラヨーン県

中華人民共和国重慶市

中華人民共和国南京市

中華人民共和国長春市
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②　子法人等

③　関連会社

（注）マツダモーターオブアメリカ，Inc.は、事業活動上のビジネス名
をマツダノースアメリカンオペレーションズとしています。

（6） 企業集団及び当社の従業員の状況
①　企業集団の従業員の状況

従業員数

36,626 名

前期末比増減

946 名増

（注）従業員数は就業人員数を記載しています。
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（7） 重要な企業結合の状況

①　重要な子法人等

会　　　社　　　名 資本金又 出資比率 主要な事業内容は出資金

240,000 92.6 自動車及び部品の販売

13,000 60.0 自動車及び部品の販売

26 100.0 欧州市場の事業統括

13,602 100.0 自動車及び部品の販売

17,895 100.0 自動車及び部品の販売

4,000 100.0 自動車及び部品の販売

31,000 100.0 自動車及び部品の販売

78,290 100.0 中国市場の事業統括

3,022 100.0 自動車及び部品の販売

2,110 100.0 自動車及び部品の販売

950 100.0 自動車及び部品の販売

826 100.0 自動車及び部品の販売

1,725 100.0 自動車及び部品の販売

501 97.0 自動車部品の販売

72 75.0 自動車部品の製造販売

490 99.0 自動車及び部品の運送

1,500 100.0 中古自動車の販売

3,000 100.0 工作機械の製造販売

115 100.0 自 動 車 の 販 売

千米ドル

千加ドル

千ユーロ

千ユーロ

千ユーロ

千ポンド

千豪ドル

千中国元

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

％
マツダモーターオブアメリカ，Inc.

マ ツ ダ カ ナ ダ ， I n c .

マツダモーターヨーロッパGmbH

マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V.

マツダモータース（ドイツランド）GmbH

マツダモータース　UK Ltd.

マツダオーストラリアPty.Ltd.

マツダ（上海）企業管理諮詢有限公司

株 式 会 社 関 東 マ ツ ダ

東海マツダ販売株式会社

株 式 会 社 関 西 マ ツ ダ

株 式 会 社 九 州 マ ツ ダ

株式会社マツダオートザム

マツダパーツ関東株式会社

倉 敷 化 工 株 式 会 社

マ ロ ッ ク ス 株 式 会 社

マ ツ ダ 中 販 株 式 会 社

トーヨーエイテック株式会社

マツダモーターインターナショナル株式会社

※

（注）１．※は、子会社による所有を含む比率を表示しています。
２．マツダ（上海）企業管理諮詢有限公司は、当期より記載して
います。

②　当社の従業員の状況

従業員数 前期末比増減 平均年令 平均勤続年数

18,995 名 636 名増 40.9 才 19.3 年

（注）１．従業員数は就業人員数を記載しています。
２．上記はパートタイマー等1,110名を含みません。
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④　その他の重要な企業結合
昭和54年7月、フォード モーター カンパニー（フォード社）と

の間に、当社が同社の子会社であるフォード工業株式会社を吸収
合併することにより、合併後の当社発行済株式総数の25％に相当
する新株を同社に割当てる旨の取り決めを行い、平成5年12月には、
両社の提携関係を一層発展させ、グローバルなスケールで戦略的
協力関係を構築する旨合意しました。さらに、平成8年4月に、こ
れまでの戦略的協力関係を一段と強化する旨合意し、同年5月に
フォード社に対する第三者割当による新株式の発行を行い、同社は、
当社の発行済株式総数の33.4％に当たる408,175千株を所有するこ
ととなりました。なお、当該株式は、現在、フォード社の100％子
会社であるフォードオートモーティブインターナショナルホール
ディングエスエルが保有しています。
また、オートアライアンスインターナショナル,Inc.及びオート

アライアンス（タイランド）Co., Ltd.は、当社とフォード社が共同
して経営を行っています。

③　企業結合の経過及び成果
当社の連結子法人等は58社、持分法適用会社は14社です。また、

当期の連結売上高は2兆9,198億円、連結当期純利益は667億円とな
りました。

②　重要な関連会社

会　　　社　　　名 資本金又 出資比率 主要な事業内容は出資金

760,000 50.0 自動車の製造販売

5,000,000 50.0 自動車の製造販売

891,000 15.0 自動車の製造販売

485,136 25.0 自動車エンジンの製造販売

100,000 25.0 自動車及び部品の販売

千米ドル

千タイ・バーツ

千中国元

千中国元

千中国元

％
オートアライアンスインターナショナル，Inc.

オートアライアンス（タイランド）Co., Ltd.

長安フォードマツダ汽車有限公司

長安フォードマツダエンジン有限公司

一汽マツダ汽車販売有限公司

（注）１．※は、子会社による所有を含む比率を表示しています。
２．上記の5社は持分法適用会社です。
３．長安フォードマツダ汽車有限公司、長安フォードマツダエン
ジン有限公司、一汽マツダ汽車販売有限公司は当期より記載
しています。

※
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51,865 － －

31,810 37,624 2.7

16,585 10,000 0.7

15,930 － －

12,600 － －

9,660 1,440 0.1

9,235 － －

6,160 － －

6,110 － －

5,750 8,984 0.6

日 本 政 策 投 資 銀 行

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行

住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社

三菱UFJ信託銀行株式会社

株 式 会 社 広 島 銀 行

株 式 会 社 山 口 銀 行

株 式 会 社 中 国 銀 行

株式会社みずほコーポレート銀行

中央三井信託銀行株式会社

第 一 生 命 保 険 相 互 会 社

借入先が所有する当社株式

持　株　数 出資比率
借　　　入　　　先

百万円 千株 ％

（8） 主要な借入先

借入金残高
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担当又は主な職業氏　　　　　名地　　　　位

渡　 辺　 一　 秀代表取締役会長

井　 巻　 久　 一代表取締役社長
兼CEO（最高経営責任者）

社長補佐、研究開発・購買・
マーケティング・販売・
ITソリューション統括、品質・
環境担当

ジョン・ジー・
パ ー カ ー

代 表 取 締 役
副社長執行役員

企画統括・商品収益管理担当ギ デ オ ン ・
ウ ォ ル サ ー ズ

代表取締役専務執行役員
兼CFO（最高財務責任者）

マーケティング・販売・
カスタマーサービス担当

ダ ニ エ ル ・
ティー・　 モリス取締役専務執行役員

購買担当藤　 原　 睦　 躬取締役専務執行役員

秘書・人事・監査・病院担当山　 内　　　 孝取締役専務執行役員

ITソリューション・業務管理・
リスクマネジメント・CSR担当、
CFO（最高財務責任者）補佐

長谷川　 鐐　 一取締役専務執行役員

中国事業担当尾　 崎　　　 清取締役専務執行役員

黒　 沢　 幸　 治監査役（常勤）

山　 本　 順　 一監査役（常勤）

弁護士土　 肥　 孝　 治監 査 役

小　 松　 健　 一監 査 役

白　 倉　 茂　 生監 査 役

（地位及び担当等は、平成18年3月31日現在）

＊

＊

＊

（9） 取締役及び監査役

（注）１．監査役 土肥孝治、小松健一及び白倉茂生は、「株式会社の監
査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定め
る社外監査役です。

２．＊印は平成17年6月24日開催の第139回定時株主総会で新たに
選任され就任した取締役及び監査役です。

３．平成17年6月24日開催の第139回定時株主総会終結の時をもっ
て、取締役専務執行役員 スティーブン・ティー・オデール、
監査役阪田俊紀及び池田和三の各氏はそれぞれ退任しました。

４．平成18年4月28日付で取締役の地位及び担当が次のとおり変
更となりました。

担当又は主な職業氏　　　　　名地　　　　位

社長補佐、中国事業・研究開発・購買・
マーケティング・販売・
ITソリューション統括、品質・環境担当

ジョン・ジー・
パ ー カ ー

代 表 取 締 役
上席副社長執行役員

ギ デ オ ン ・
ウ ォ ル サ ー ズ代 表 取 締 役

渉外・購買統括藤 原 睦 躬取締役副社長執行役員

管理統括、秘書・人事・監査担当山 内　 孝取締役専務執行役員

広報渉外・ITソリューション担当、
CFO（最高財務責任者）補佐長谷川　鐐　一取締役専務執行役員
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本営業報告書中の記載金額は、表示単位未満の端数を四捨五入してい
ます。また、株式数については、表示単位未満の端数を切り捨ててい
ます。

支　　　払　　　額人　　　　員区　　　　分

428　百万円10　名取 締 役

 72　　　　 7　　監 査 役

501　　　　17　　計

（10） 取締役及び監査役に支払った報酬等の額

（注）１．上記のほか、退任監査役2名に対し54百万円の退職慰労金を
支払っています。

２．当社は、取締役及び監査役の責任免除に関する定款の定めを
有していません。

支　払　額

211　百万円①当社及び当社の子法人等が会計監査人に支払
うべき報酬等の合計額

173　　　　

②上記①の合計額のうち、公認会計士法（昭和
23年法律第103号）第2条第1項の業務（監査
証明業務）の対価として支払うべき報酬等の
合計額

111　　　　③上記②の合計額のうち、当社が会計監査人に
支払うべき会計監査人としての報酬等の額

（11） 会計監査人に支払うべき報酬等の額

（12） 決算期後に生じた企業集団の状況に関する重要な事実

該当事項はありません。

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、「株式会社の監査
等に関する商法の特例に関する法律」に基づく監査と「証券取引
法」に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実
質的にも区分できませんので、③の報酬等の額には、これらの合
計額を記載しています。
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流 　 動 　 負 　 債 436,441

支 　 払 　 手 　 形 941

買　　　掛　　　金 228,491

短　期　借　入　金 1,640

一年以内返済予定長期借入金 45,243

未　　　払　　　金 13,727

未 払 法 人 税 等 21,196

未 　 払 　 費 　 用 75,982

前　　　受　　　金 1,672

預　　　り　　　金 15,970

製 品 保 証 引 当 金 26,671

関係会社整理損失引当金 584

そ　　　の　　　他 4,324

固 　 定 　 負 　 債 493,652

社　　　　　　　債 65,000

新株予約権付社債 3,437

長　期　借　入　金 226,907

再評価に係る繰延税金負債 93,713

退 職 給 付 引 当 金 100,036

役員退職慰労引当金 837

預　り　保　証　金 2,324

そ　　　の　　　他 1,398

負 債 の 部 合 計 930,093

資　　　本　　　金 148,360

資　本　剰　余　金 132,385

資　本　準　備　金 58,250

その他資本剰余金 74,135

資本準備金減少差益 74,135

利　益　剰　余　金 50,631

任　意　積　立　金 13,274

固定資産圧縮積立金 12,442

特別償却積立金 796

日本国際博覧会出展準備金 36

当 期 未 処 分 利 益 37,357

土地再評価差額金 135,372

その他有価証券評価差額金 1,018

自 　 己 　 株 　 式 △2,306

資 本 の 部 合 計 465,460

流 　 動 　 資 　 産 478,839

現 金 及 び 預 金 138,331

売　　　掛　　　金 161,574

製　　　　　　　品 36,797

原　　　材　　　料 2,683

仕　　　掛　　　品 25,106

貯　　　蔵　　　品 2,151

前 　 払 　 費 　 用 1,226

繰 延 税 金 資 産 35,728

未 　 収 　 入 　 金 41,529

短　期　貸　付　金 32,902

そ　　　の　　　他 6,591

貸　倒　引　当　金 △5,780

固 　 定 　 資 　 産 916,715

有 形 固 定 資 産 620,796

建　　　　　　　物 80,788

構　　　築　　　物 16,229

機 械 及 び 装 置 165,182

車　両　運　搬　具 2,106

工 具 器 具 備 品 14,745

土　　　　　　　地 316,046

建　設　仮　勘　定 25,699

無 形 固 定 資 産 16,237

ソ フ ト ウ ェ ア 16,237

投資その他の資産 279,682

投 資 有 価 証 券 4,433

関 係 会 社 株 式 240,757

出　　　資　　　金 12

関 係 会 社 出 資 金 13,780

長　期　貸　付　金 1,467

関係会社長期貸付金 2,700

破 産 更 生 債 権 等 3,590

長 期 前 払 費 用 4,782

繰 延 税 金 資 産 38,854

そ　　　の　　　他 5,500

貸　倒　引　当　金 △5,677

投 資 評 価 引 当 金 △30,516

資 本 の 部

合　　　　　　計 1,395,553 合　　　　　　計 1,395,553

資 産 の 部 負 債 の 部

科　　　　　　目 金 額 科　　　　　　目 金 額

貸 借 対 照 表 （平成18年3月31日現在）

記載金額は百万円未満の端数を四捨五入しております。

百万円 百万円

百万円
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損 益 計 算 書 （平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）

記載金額は百万円未満の端数を四捨五入しております。

金　　　額科　　　　　　目

百万円

2,032,115売　　　 　 上　 　 　 　 高
1,675,976売　 　 上　 　 原　 　 価
356,139売　 上　 総　 利　 益
289,178販 売 費 及 び 一 般 管 理 費
66,961営　 　 業　 　 利　 　 益

営　 業　 外　 収　 益
484受 取 利 息

12,022受 取 配 当 金
4,418賃 貸 料

17,851927そ　　　 　 の　 　 　　 他
営　 業　 外　 費　 用

4,559支　 　 払　 　 利　 　 息
894社 債 利 息

16,603為 替 差 損
24,6352,578そ　　　 　 の　 　 　　 他
60,177経　 　 常　 　 利　 　 益

特　 　 別　 　 利　 　 益
22固 定 資 産 売 却 益
920関 係 会 社 株 式 売 却 益
472収 用 補 償 金
996保 険 金 収 入

55,191厚生年金基金代行部分返上益
57,826225そ の 他

特　 　 別　 　 損　 　 失
46固 定 資 産 売 却 損

4,917固 定 資 産 除 却 損
19,375減 損 損 失

255投 資 有 価 証 券 評 価 損
556関 係 会 社 株 式 評 価 損
268出 資 金 評 価 損

3,013関 係 会 社 整 理 損
584関係会社整理損失引当金繰入額

30,005投 資 評 価 引 当 金 繰 入 額
59,151133そ　　　 　 の　 　 　　 他
58,852税 引 前 当 期 純 利 益

14,867法人税、住民税及び事業税
10,166過 年 度 法 人 税 等

47,86822,835法 人 税 等 調 整 額
10,984当　 期　 純　 利　 益
15,099前　 期　 繰　 越　 利　 益
△4,477土 地 再 評 価 差 額 金 取 崩 額
15,752利 益 準 備 金 取 崩 額
37,357当 期 未 処 分 利 益
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注 　 記 　 事 　 項
重要な会計方針
１．資 産 の 評 価 方 法

有 　 価 　 証 　 券 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法に基づく原価基準に
よっております。

その他有価証券
時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入
法により処理し、売却原価は、
移動平均法により算定）によって
おります。

時価のないもの 移動平均法に基づく原価基準に
よっております。

デリバティブ取引 主として時価法によっております。
た　な　卸　資　産 総平均法に基づく原価基準によっております。

２．有形固定資産の減価償却の方法 定額法によっております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法
人税法に規定する方法と同一の基準としてお
ります。

３．無形固定資産の減価償却の方法
ソ フ ト ウ ェ ア 社内における利用可能期間（5年）に基づく定

額法によっております。
４．繰延資産の処理方法 社債発行費は支払時に全額費用としておりま

す。
５．引当金の計上方法

製 品 保 証 引 当 金 製品のアフターサービスの費用に備えるため、
保証書の約款に従い、過去の実績を基礎に将
来の保証見込を加味して計上しております。

関係会社整理損失引当金 関係会社の整理に伴う損失に備えるため、関
係会社の財政状態等を勘案して計上しており
ます。

退 職 給 付 引 当 金 従業員及び執行役員の退職給付に備えるため
のものであります。
従業員部分については、当期末における退職
給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上
しております。なお、過去勤務債務は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一
定年数（12年）による定額法により費用処理
しております。また、数理計算上の差異は、
各期の発生時における従業員の平均残存勤務
期間以内の一定年数（13年）による定額法に
よりそれぞれ発生の翌期から費用処理してお
ります。
執行役員部分については、内規に基づく期末
要支給額を計上しております。
（追加情報）
当社は、確定給付企業年金法の施行に伴い、
厚生年金基金の代行部分について、平成17年
7月31日に厚生労働大臣から過去分返上の認可
を受け、平成18年3月28日に国に返還額（最低
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責任準備金）の納付を行っております。
当期における損益に与える影響額として、特
別利益55,191百万円を計上しております。

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に
基づく期末要支給額を計上しております。

貸　倒　引　当　金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収
不能見込額を計上しております。一般債権に
ついては貸倒実績率法、貸倒懸念債権及び破
産更生債権等については財務内容評価法に
よっております。

投 資 評 価 引 当 金 投資有価証券、関係会社株式等の投資に対す
る損失に備えるため、投資先の資産内容等を
勘案して計上しております。

６．ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利
スワップについては、特例処理の要件を満たす
場合は特例処理を行っております。

７．消費税等の会計処理方法 税抜方式

会計処理の変更
固定資産の減損に係る会計基準
当期から「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会　平成14年8月
9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計
基準委員会　平成15年10月31日　企業会計基準適用指針第6号）を適
用しております。
これにより税引前当期純利益が19,375百万円減少しております。
なお、減損損失累計額については、当該各資産の金額から直接控除
しております。

貸借対照表注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 887,381百万円

２．関係会社に対する短期金銭債権 159,454百万円

３．関係会社に対する長期金銭債権 3,232百万円

４．関係会社に対する短期金銭債務 47,865百万円

５．関係会社に対する長期金銭債務 1,438百万円

６．担　保　提　供　資　産
有　形　固　定　資　産 352,473百万円（簿価）

７．元利金の支払請求権の効力が他の債権よりも後順位である旨の特約が
付された劣後特約付貸付金が1,610百万円あります。

８．貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用してい
る重要な固定資産として自動車製造設備・金型の一部及び電子計算機
があります。

９．関係会社整理損失引当金及び役員退職慰労引当金は、商法施行規則
第43条に規定する引当金であります。

10．保　　証　　債　　務　　等 123,999百万円

11．買 戻 条 件 付 債 権 譲 渡 高 24,920百万円

12．期末発行済株式の種類及び総数 普通株式　1,407,342,954株
期末に保有する自己株式の種類及び株式数 普通株式　000,7,214,999株

13．「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成13年3月31日
公布法律第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行っております。
この評価差額のうち当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る
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繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を
「土地再評価差額金」として資本の部に計上しております。
再評価を行った年月日　　　　 平成13年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令
第119号）第2条第4号に定める地価税の課税価額の計算の基礎と
なる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方
法により算定した価額に、時点修正による補正等合理的な調整を
行って算定しております。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における
時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額の差
額 83,721百万円

14．商法施行規則第124条第3号に規定する、資産に時価を付したことによ
り増加した純資産額は1,018百万円であります。

15．資本準備金及び利益準備金の減少
商法第289条第2項の規定に基づき、当期中に資本準備金及び利益準備
金を取り崩しております。これに伴い資本準備金は74,248百万円、利
益準備金は15,752百万円減少し、その他資本剰余金の「資本準備金減
少差益」は74,248百万円、「当期未処分利益」は15,752百万円増加して
おります。

損益計算書注記
１．関係会社に対する売上高 1,104,301百万円

２．関 係 会 社 か ら の 仕 入 高 310,241百万円

３．関係会社との営業取引以外の取引高 15,645百万円

４．１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 8円48銭
５．減損損失
盧減損損失を認識した資産グループの概要

盪資産のグルーピング方法
事業用資産、遊休資産、賃貸用資産に区分し、遊休資産及び賃貸用資産
については、個々の物件ごとにグルーピングしております。
蘯減損損失の認識に至った経緯
今後の事業計画のない遊休資産について、帳簿価額を回収可能価額まで
減額し、当該減少額を減損損失として計上しました。なお、製造設備等
の工具器具備品11,026百万円には、出荷部品製造用の長期保有型具を含
んでおります。

金額種類場所用途
2,485建物・構築物

神戸市東灘区向洋町ほか
全20拠点

遊休資産
（物流設備等）

663機械及び装置
5工具器具備品

1,874土　　　　地
5,028計
3,321機械及び装置

広島県安芸郡府中町ほか
全3拠点

遊休資産
（製造設備等） 11,026工具器具備品

14,347計
19,375合計

（単位：百万円）
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盻回収可能価額の算定方法
遊休資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、土地につ
いては、主として不動産鑑定士による鑑定評価額により評価しておりま
す。その他の遊休資産の正味売却価額は備忘価額により評価しておりま
す。
６．投資評価引当金繰入額
投資評価引当金繰入額30,005百万円は、海外子会社に対するもので
あります。

７．過年度法人税等
主に海外子会社との取引に関する法人税等の追徴税額であります。
（追加情報）
当社は、広島国税局による税務調査を受けておりますが、調査は近い
将来において結了する予定であります。当該調査の結果、主に当社と
海外子会社との取引に関して発生する可能性が高いと予想される納税額
を「過年度法人税等」に計上しております。当社は、当該海外子会社
との取引に関し移転価格税制のもと、国際間の二重課税防止の観点
から、租税条約に基づく政府間協議の手続きを行う予定であります。

摘　　　　　　　要 金　　　額

当 期 未 処 分 利 益 37,357,423,945

固定資産圧縮積立金取崩額 856,416,288

特 別 償 却 積 立 金 取 崩 額 205,462,444

日本国際博覧会出展準備金取崩額 36,167,272

あああああああ計あああああああ 38,455,469,949

これを下記のとおり処分いたします｡

株 主 配 当 金 7,000,639,775

１株につき５円

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 258,359,712

特　別　償　却　積　立　金 33,294,130

次 期 繰 越 利 益 31,163,176,332

利 益 処 分 案

円
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独立監査人の監査報告書

マ ツ ダ 株 式 会 社
取締役会　御中

あ ず さ 監 査 法 人
指定社員 公認会計士　天 羽 満 則 賤業務執行社員

指定社員 公認会計士　闍 橋 　 宏 賤業務執行社員

指定社員 公認会計士　小松原 浩 平 賤業務執行社員

当監査法人は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第2条
第1項の規定に基づき、マツダ株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日まで
の第140期営業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、営業報告
書（会計に関する部分に限る。）及び利益処分案並びに附属明細書（会計に関す
る部分に限る。）について監査を行った。なお、営業報告書及び附属明細書につ
いて監査の対象とした会計に関する部分は、営業報告書及び附属明細書に記載さ
れている事項のうち会計帳簿の記録に基づく記載部分である。この計算書類及び
附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算
書類及び附属明細書に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及び附属明細書に重要
な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、
試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経
営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及び附属明細書
の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明
のための合理的な基礎を得たと判断している。なお、この監査は、当監査法人が
必要と認めて実施した子会社に対する監査手続を含んでいる。

監査の結果、当監査法人の意見は次のとおりである。
盧 貸借対照表及び損益計算書は、法令及び定款に従い会社の財産及び損益の
状況を正しく示しているものと認める。

盪 注記「会計処理の変更」に記載のとおり、会社は当営業年度より固定資産
の減損に係る会計基準を適用している。この変更は、「固定資産の減損に係
る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企
業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適
用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第
6号）の適用に伴うものであり相当と認める。

蘯 営業報告書（会計に関する部分に限る。）は、法令及び定款に従い会社の
状況を正しく示しているものと認める。

盻 利益処分案は、法令及び定款に適合しているものと認める。
眈 附属明細書（会計に関する部分に限る。）について、商法の規定により指
摘すべき事項はない。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。

以　上あ

平成18年5月9日

会計監査人の監査報告書謄本
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監査役会の監査報告書謄本

監　査　報　告　書

当監査役会は、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第140期
営業年度における取締役の職務の執行に関し、各監査役から監査の方
法及び結果について報告を受け、審議の結果、監査役の全員一致によ
り、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１. 監査役の監査の方法の概要
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の

方針及び計画に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、
取締役、執行役員及び使用人からその職務の執行状況を聴取し、重
要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査し、必要に応じて子会社に対し営業の報告を求め
ました。また、会計監査人から報告及び説明を受け、計算書類及び
附属明細書につき検討を加えました。
取締役の競業取引、取締役と会社間の利益相反取引、会社が行った

無償の利益供与、子会社又は株主との通例的でない取引並びに自
己株式の取得及び処分等に関しては、上記の監査の方法のほか、必
要に応じて取締役、執行役員等に対し報告を求め、当該取引の状況
を詳細に調査いたしました。

２. 監査の結果
盧 会計監査人あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当である
と認めます。

盪 営業報告書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し
ているものと認めます。

蘯 利益処分に関する議案は、会社財産の状況その他の事情に照ら
し指摘すべき事項は認められません。

盻 附属明細書は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべ
き事項は認められません。

眈 取締役の職務執行に関しては、子会社に関する職務も含め、不
正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。
なお、取締役の競業取引、取締役と会社間の利益相反取引、会

社が行った無償の利益供与、子会社又は株主との通例的でない取
引並びに自己株式の取得及び処分等についても取締役の義務違反
は認められません。

平成18年5月11日
マツダ株式会社　監査役会ああ

監査役（常勤） 黒　沢　幸　治 賤
監査役（常勤） 山　本　順　一 賤
監　査　役　土　肥　孝　治 賤
監　査　役　小　松　健　一 賤
監　査　役　白　倉　茂　生 賤

（注）監査役 土肥孝治、監査役 小松健一及び監査役 白倉茂生は、旧
「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第
1項に定める社外監査役であります。
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連結貸借対照表
（平成18年3月31日現在）

資 産 の 部 負 債 の 部

科　　　　　　目 金 額 科　　　　　　目 金 額

流 動 資 産 775,645

現 金 及 び 預 金 208,765

受取手形及び売掛金 164,220

た な 卸 資 産 256,652

繰 延 税 金 資 産 94,685

そ　　　の　　　他 58,062

貸　倒　引　当　金 △6,739

固 定 資 産 1,013,014

有 形 固 定 資 産 830,501

建 物 及 び 構 築 物 146,967

機械装置及び運搬具 183,280

工具、器具及び備品 28,004

土　　　　　　　地 445,562

建　設　仮　勘　定 26,622

そ　　　の　　　他 66

無 形 固 定 資 産 24,792

投資その他の資産 157,721

投 資 有 価 証 券 87,641

長 期 貸 付 金 6,265

繰 延 税 金 資 産 51,296

そ　　　の　　　他 20,311

貸　倒　引　当　金 △7,163

投 資 評 価 引 当 金 △629

流 動 負 債 836,863

支払手形及び買掛金 307,217

短　期　借　入　金 82,134

一年以内返済予定長期借入金 62,373

一年以内償還予定社債 200

未　　　払　　　金 104,668

未 払 費 用 187,096

製 品 保 証 引 当 金 29,088

そ　　　の　　　他 64,087

固 定 負 債 544,588

社　　　　　　　債 65,200

新株予約権付社債 3,437

長　期　借　入　金 242,065

再評価に係る繰延税金負債 93,713

退 職 給 付 引 当 金 125,004

役員退職慰労引当金 1,590

そ　　　の　　　他 13,579

負 債 の 部 合 計 1,381,451

少 数 株 主 持 分

少 数 株 主 持 分 9,184

資　本　の　部

資　　　本　　　金 148,360

資　本　剰　余　金 132,385

利　益　剰　余　金 24,005

土地再評価差額金 135,372

その他有価証券評価差額金 1,285

為替換算調整勘定 △41,072

自 　 己 　 株 　 式 △2,311

資 本 の 部 合 計 398,024

百万円 百万円

百万円

百万円

記載金額は百万円未満の端数を四捨五入しております。

合　　　　　　計 1,788,659 合　　　　　　計 1,788,659
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連結損益計算書
（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）

金　　　額科　　　　　　目

百万円

2,919,823売 上 高
2,110,934売 上 原 価
808,889売 上 総 利 益
685,454販 売 費 及 び 一 般 管 理 費
123,435営 業 利 益

営 業 外 収 益
2,359受 取 利 息 ・ 配 当 金
8,976持 分 法 に よ る 投 資 利 益

17,9196,584そ　　　 　 の　 　 　　 他
営 業 外 費 用

11,662支 払 利 息
19,088為 替 差 損

39,8849,134そ　　　 　 の　 　 　　 他
101,470経 常 利 益

特 別 利 益
309固 定 資 産 売 却 益

1,409投 資 有 価 証 券 売 却 益
472収 用 補 償 金
996保 険 金 収 入

59,611厚生年金基金代行部分返上益
63,034237そ の 他

特 別 損 失
6,742固 定 資 産 除 売 却 損
36,650減 損 損 失

2投 資 有 価 証 券 売 却 損
47,0363,642そ　　　 　 の　 　 　　 他
117,468税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

26,439法人税、住民税及び事業税
10,201過 年 度 法 人 税 等

49,09412,454法 人 税 等 調 整 額
1,663少 数 株 主 利 益
66,711当 期 純 利 益

記載金額は百万円未満の端数を四捨五入しております。
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注 　 記 　 事 　 項
連結の範囲に関する事項
１．連結子法人等の数 58社
２．主要な連結子法人等の名称 「２．企業集団及び会社の概況（7）

重要な企業結合の状況　①重要な子法
人等」に記載のとおりであります。

３． ㈱マツダレンタカー関東等の連結の範
囲に含めていない非連結子法人等は、
総資産、売上高、当期純損益ならびに
利益剰余金等の観点からみて、いずれ
もそれぞれ小規模であり、全体として
連結計算書類に重要な影響を及ぼして
いないためであります。

持分法の適用に関する事項
１．持分法適用会社の数 14社
２．主要な持分法適用会社等の オートアライアンスインターナショナル，Inc.、

オートアライアンス（タイランド）Co., Ltd.ほか
３．主要な非持分法適用会社等 ㈱広島東洋カープ等の持分法を適用し

ていない非連結子法人等及び関連会社
は、当期純損益及び利益剰余金等の観
点からみて、いずれもそれぞれ小規模
であり、全体として連結計算書類に重
要な影響を及ぼしていないためであり
ます。

連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する事項
１．連結の範囲の変更 マツダモトールデメヒコS. de R.L. de

C.V.、マツダセルヴィシオスデメヒコ
S. de R.L. de C.V.、マツダモーターロ
シア，OOO及びPTマツダモーターイ
ンドネシアは設立により、前連結会計
年度では持分法適用会社でありました
沖縄マツダ販売㈱は持分の追加取得に
より、当連結会計年度より連結の範囲
に含めております。

２．持分法の適用範囲の変更 長安フォードマツダ汽車有限公司は持分の
取得により、長安フォードマツダエンジン
有限公司及びMCMエネルギーサービス㈱
は設立により、当連結会計年度より
持分法の適用の範囲に含めております。
また、前連結会計年度では持分法適用
会社でありました沖縄マツダ販売㈱は、
当連結会計年度より連結の範囲に含めて
おります。

連結子法人等の事業年度等に関する事項
連結子法人等のうち、決算日が連結決
算日（3月31日）と異なる子法人等は、
コンパニアコロンビアナアウトモトリ
スS.A.、マツダモータースオブニュー
ジーランドLtd.、マツダセールス（タ
イランド）Co., Ltd.、マツダ（上海）

主要な非連結子法人等の名
称及び連結の範囲から除い
た理由

主要な持分法適用会社等の
名称
主要な非持分法適用会社等
の名称及び持分法を適用し
ていない理由
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企業管理諮詢有限公司、マツダモトー
ルデメヒコS. de R.L. de C.V.、マツダ
セルヴィシオスデメヒコS. de R.L. de
C.V.及びPTマツダモーターインドネシ
アの7社であり、決算日はいずれも12月
31日であります。連結計算書類の作成
にあたっては、それぞれの決算期に
おける貸借対照表及び損益計算書を使
用しております。ただし、決算日が連
結決算日と異なるコンパニアコロンビ
アナアウトモトリスS.A.、マツダモー
タースオブニュージーランドLtd.、マ
ツダセールス（タイランド）Co., Ltd.、
マツダ（上海）企業管理諮詢有限公司
及びPTマツダモーターインドネシアの
5社については、連結決算日との間に
生じた重要な取引について、連結上必
要な調整を行っております。また、マ
ツダモトールデメヒコS. de R.L. de
C.V.及びマツダセルヴィシオスデメヒ
コS. de R.L. de C.V.の2社については、
連結決算日現在で実施した仮決算に基
づく財務諸表を使用しております。

会計処理基準に関する事項
１．資産の評価の方法

有　価　証　券 その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価
法によっております。（評価差額
は全部資本直入法により処理し、
売却原価は主として移動平均法に
より算定しております。）
時価のないもの
主として移動平均法に基づく原価
基準によっております。

デリバティブ取引 主として時価法によっております。
た な 卸 資 産 主として総平均法に基づく原価基準に

よっております。
２．固定資産の減価償却の方法

有 形 固 定 資 産 主として定額法によっております。
なお、耐用年数及び残存価額について
は、法人税法に規定する方法と同一の
基準によっております。

無 形 固 定 資 産 定額法によっております。
なお、耐用年数については、法人税法
に規定する方法と同一の基準によって
おります。ただし、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法によって
おります。
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３．引当金の計上の方法
製品保証引当金 製品のアフターサービスの費用に備え

るため、主として保証書の約款に従い、
過去の実績を基礎に将来の保証見込を
加味して計上しております。

退職給付引当金 従業員及び執行役員の退職給付に備え
るためのものであります。従業員部分
については、当連結会計年度末におけ
る退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき計上しております。なお、過
去勤務債務は、その発生時の従業員の
平均残存勤務期間以内の一定年数（主
として12年）による定額法により費用
処理しております。また、数理計算上
の差異は、各連結会計年度の発生時に
おける従業員の平均残存勤務期間以内
の一定年数（主として13年）による定
額法によりそれぞれ発生の翌連結会計
年度から費用処理しております。
執行役員部分については、内規に基づ
く期末要支給額を計上しております。
（追加情報）
当社及び一部の国内連結子法人等が加
入するマツダ厚生年金基金は、確定給
付企業年金法の施行に伴い、厚生年金
基金の代行部分について、平成17年7月
31日付で厚生労働大臣から過去分返上
の認可を受け、平成18年3月28日に国
に返還額（最低責任準備金）の納付を
行っております。
当連結会計年度における損益に与えて
いる影響額は、特別利益として59,611百
万円計上しております。

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるた
め、内規に基づく期末要支給額を計上
しております。

貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるた
め、回収不能見込額を計上しておりま
す。一般債権については貸倒実績率法、
貸倒懸念債権及び破産更生債権等につ
いては財務内容評価法によっておりま
す。

投資評価引当金 投資有価証券、出資金等の投資に対す
る損失に備えるため、投資先の資産内
容等を勘案して計上しております。

４． 連結子法人等のうち、コンパニアコロ
ンビアナアウトモトリスS.A.の貸借対
照表及び損益計算書は、コロンビア共和国
の会計原則に準拠して貨幣価値修正
会計に基づいて作成されております。

在外連結子法人等が採用し
ている会計処理基準
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５． 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の
直物為替相場により円貨に換算し、換
算差額は損益として処理しておりま
す。なお、在外子法人等の資産及び負
債は、在外子法人等の決算日の直物為
替相場により円貨に換算し、収益及び
費用は、在外子法人等の会計期間に基
づく期中平均相場により円貨に換算
し、換算差額は少数株主持分及び資本
の部における為替換算調整勘定に含め
て計上しております。

６．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する
と認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引については、通常の賃
貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっております。

７．ヘッジ会計の方法 主として繰延ヘッジ処理によっており
ます。なお、金利スワップについては、
特例処理の要件を満たす場合は特例処
理を行っております。

８． 連結子法人等の資産及び負債の評価に
ついては、全面時価評価法によって
おります。

９． 連結調整勘定の償却については、投資
ごとの効果の発現する期間を勘案し
て、主として5年間で均等償却してお
ります。

10．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税
抜方式によっております。

会計処理の変更
固定資産の減損に係る会計基準
当社、国内連結子法人等及び国内持分法適用会社は、当連結会計年
度から「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会
計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会　平成14年8月9日））
及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委
員会　平成15年10月31日　企業会計基準適用指針第6号）を適用して
おります。
これにより税金等調整前当期純利益が21,891百万円減少しておりま
す。
なお、減損損失累計額については、当該各資産の金額から直接控除
しております。

表示方法の変更
前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に含めていた

「為替差損」は、重要性が増したため、当連結会計年度において区分
掲記することに変更しました。

重要な外貨建の資産又は負
債の本邦通貨への換算の基
準

連結子法人等の資産及び負
債の評価の方法

連結調整勘定の償却の方法
及び期間
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連結貸借対照表注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 1,040,875百万円

２．担 保 に 供 し て い る 資 産 476,513百万円（有形固定資産等）
３．保 　 証 　 債 　 務 　 等 34,086百万円

４．受　取　手　形　割　引　高 63百万円

５．買 戻 条 件 付 債 権 譲 渡 高 23,391百万円

６．期末発行済株式の種類及び総数 普通株式　1,407,342,954株
期末に保有する自己株式の種類及び株式数 普通株式　0,007,248,917株

７．「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成13年3月31日
公布法律第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行っております。
この評価差額のうち、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係
る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を
「土地再評価差額金」として資本の部に計上しております。
再評価を行った年月日　　　　 平成13年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令
第119号）第2条第4号に定める地価税の課税価額の計算の基礎
となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した
方法により算定した価額に、時点修正による補正等合理的な調整
を行って算定しております。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における
時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額の差
額 83,721百万円

連結損益計算書注記
１．１株当たり当期純利益 51円53銭（有形固定資産等）
２．減損損失
盧減損損失を認識した資産グループの概要

盪資産のグルーピング方法
原則として事業会社毎を1つの資産グループとしてグルーピングしてお
ります。
ただし、遊休資産及び賃貸用資産については、個々の物件ごとにグルー
ピングしております。
蘯減損損失の認識に至った経緯
今後の事業計画のない遊休資産について、帳簿価額を回収可能価額まで
減額し、当該減少額を減損損失として計上しました。なお、製造設備等
の工具器具備品11,026百万円には、出荷部品製造用の長期保有型具を含

金額種類場所用途
2,687建物及び構築物

神戸市東灘区向洋町ほか遊休資産
（物流設備等）

665機械装置及び運搬具
7工具、器具及び備品

4,089土　　　　　地
96そ　　の　　他

7,544小計
3,321機械装置及び運搬具

広島県安芸郡府中町ほか遊休資産
（製造設備等） 11,026工具、器具及び備品

14,347小計

14,759工具、器具及び備品米国事業用資産
（製造設備）

36,650合計

（単位：百万円）
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んでおります。
盻回収可能価額の算定方法
遊休資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、土地につ
いては、主として不動産鑑定士による鑑定評価額により評価しておりま
す。その他の遊休資産の正味売却価額は備忘価額により評価しておりま
す。
眈米国連結子法人等における減損損失
事業用資産については、米国連結子法人等において米国会計基準により
減損損失を計上しております。
３．過年度法人税等
主に当社と海外子法人等との取引に関する法人税等の追徴税額であり
ます。
（追加情報）
当社は、広島国税局による税務調査を受けておりますが、調査は近い
将来において結了する予定であります。
当該調査の結果、主に当社と海外子法人等との取引に関して発生する
可能性が高いと予想される納税額を「過年度法人税等」に計上して
おります。当社は、当該海外子法人等との取引に関し移転価格税制の
もと、国際間の二重課税防止の観点から、租税条約に基づく政府間協議の
手続きを行う予定であります。
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独立監査人の監査報告書

マ ツ ダ 株 式 会 社
取締役会　御中

あ ず さ 監 査 法 人
指定社員 公認会計士　天 羽 満 則 賤業務執行社員

指定社員 公認会計士　闍 橋 　 宏 賤業務執行社員

指定社員 公認会計士　小松原 浩 平 賤業務執行社員

当監査法人は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第19条

の2第3項の規定に基づき、マツダ株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日

までの第140期営業年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表及び連結

損益計算書について監査を行った。この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することに

ある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽の表

示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討すること

を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。なお、この監査は、当監査法人が必要と認めて実施した

子会社に対する監査手続を含んでいる。

監査の結果、当監査法人は、上記の連結計算書類が、法令及び定款に従いマツダ

株式会社及びその連結子法人等から成る企業集団の財産及び損益の状態を正しく

示しているものと認める。

また、連結計算書類の注記「会計処理の変更」に記載のとおり、会社は当営業

年度より固定資産の減損に係る会計基準を適用している。この変更は、「固定資

産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号）

の適用に伴うものであり相当と認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。

以　上あ

平成18年5月9日

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本
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連結計算書類に係る監査役会の監査報告書謄本

連結計算書類に係る監査報告書

当監査役会は、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第140期
営業年度の連結計算書類（連結貸借対照表及び連結損益計算書）に
関して各監査役から監査の方法及び結果の報告を受け、審議の結果、
監査役の全員一致により、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告
いたします。

１. 監査役の監査の方法の概要
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の

方針及び計画に従い、連結計算書類について取締役、執行役員等及
び会計監査人から報告及び説明を受け、監査いたしました。

２. 監査の結果
会計監査人あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると

認めます。

平成18年5月11日
マツダ株式会社　監査役会ああ

監査役（常勤） 黒　沢　幸　治 賤
監査役（常勤） 山　本　順　一 賤
監　査　役　土　肥　孝　治 賤
監　査　役　小　松　健　一 賤
監　査　役　白　倉　茂　生 賤

（注）監査役 土肥孝治、監査役 小松健一及び監査役 白倉茂生は、旧
「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第
1項に定める社外監査役であります。

以　上あ


	第140期報告書
	営業報告書
	1.営業の概況
	（1）企業集団の営業の経過及び成果並びに対処すべき課題
	（2）企業集団及び当社の営業成績及び財産の状況の推移

	2.企業集団及び会社の概況
	（1）企業集団の主要な事業内容
	（2）株式の状況
	（3）自己株式の取得、処分等及び保有
	（4）株主以外の者に対し特に有利な条件で発行した新株予約権の状況（ストックオプション）
	（5）企業集団の主要な営業所及び工場
	（6）企業集団及び当社の従業員の状況
	（7）重要な企業結合の状況
	（8）主要な借入先
	（9）取締役及び監査役
	（10）取締役及び監査役に支払った報酬等の額
	（11）会計監査人に支払うべき報酬等の額
	（12）決算期後に生じた企業集団の状況に関する重要な事実


	貸借対照表
	損益計算書
	利益処分案
	会計監査人の監査報告書謄本
	監査役会の監査報告書謄本
	連結貸借対照表
	連結損益計算書
	連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本
	連結計算書類に係る監査役会の監査報告書謄本

